担保権・被担保債権・請求債権目録
（子の監護の費用に係る定期金債権（法定養育費）の一般先取特権）

１　担保権
　　債権者、債務者間の子　　　　　　について民法７６６条の３の規定に基づく下記２記載の債権に係る、民法３０６条３号に基づく一般先取特権

２　被担保債権
(1) 確定期限が到来している債権　金　　　　　円
　ア　金　　　　円
ただし、債権者、債務者間の子　　　　　についての離婚日（令和　　年　　月　　日）から令和　　年　　月までの１か月金２万円の法定養育費の未払分（支払期毎月末日・最初の月につき日割計算）
　イ　金　　　　円
ただし、債権者、債務者間の子　　　　についての離婚日（令和　　年　　月　　日）から令和　　年　　月までの１か月金２万円の法定養育費の未払分（支払期毎月末日・最初の月につき日割計算）
(2)　確定期限が到来していない各定期金債権
[bookmark: _Hlk223537143]ア　令和　　年　　月から令和　　年　　月　　日（債権者、債務者間の子　　　　　　（生年月日平成・令和　　年　　月　　日）の１８歳の誕生日の前日）まで、毎月末日限り金２万円ずつの法定養育費（最後の月につき日割計算）
 イ　令和　　年　　月から令和　　年　　月　　日（債権者、債務者間の子　　　　　　（生年月日平成・令和　　年　　月　　日）の１８歳の誕生日の前日）まで、毎月末日限り金２万円ずつの法定養育費（最後の月につき日割計算）

３　請求債権
(1)　確定期限が到来している債権
前記２(1)記載の債権及び執行費用　　合計金　　　　　円
　　　執行費用　　　金　　　　　円
　　　（内訳）本申立手数料　　　　　　　　金　　　　　円
　　　　　　　本申立書作成及び提出費用　　金　　　　　円
　　　　　　　差押命令正本送達費用　　　　金　　　　　円
　　　　　　　資格証明書交付手数料　　　　金　　　　　円
(2)  確定期限が到来していない各定期金債権
　　  前記２(2)記載の債権
